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（１）　概　　要

　「後期高齢者医療制度」は、高齢化が進展し、高齢者医療費が増加する中、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系として、平成２０

年４月に運営が開始されました。この制度は、７５歳以上の高齢者と、６５歳以上７５歳未満で一定の障害を有する高齢者を被保険者とした独立

する医療制度であり、広域連合が運営主体になり、公費(約５割)、現役世代からの支援金(約４割)、被保険者からの保険料(約１割)を財源に、医

療費等の給付・支給やレセプト２次点検、特定健診、葬祭費の支給等を行っています。また、広域連合が医療費の給付や保険料の賦課を行い、市

は資格の取得・喪失や給付申請の受付、保険料の徴収等の事務を分担して行っています。

①

(別途、災害等収入の大幅減による減免措置あり)

上記の２区分以外の者

高額療養費

一か月に負担する医療費が自己負担限度額(③の負担割合の区分毎に設定)を超えた場合、申請により償還します。

一年間に負担する医療費と介護費が自己負担限度額(③の負担割合の区分毎に設定)を超えた場合、申請により償還します。

－１－

低所得者(住民税非課税世帯) 申請により、食事代、一か月に負担する医療費自己負担限度額を軽減
１割負担

④

②

被用者保険の被扶養からの移行者は、所得割はかからず、被保険者となってから２年間は均等割額を5割軽減とします。

③

負担割合の区分(世帯構成や住民税課税所得、総収入額によって区分されます。)

３割負担 所得の多い者(若い人と同じ負担) 住民税課税所得145万円以上

対象者 ７５歳以上の方及び、一定以上の障害のある６５歳以上の方で、申請により認定された方

保険料 均等割51,371円 + 所得割{(前年中の所得-330,000円）×10.49%}を個人ごとに賦課します。(上限年間64万円)

世帯主と被保険者の所得状況により、2割・5割･7割・7.75割の均等割軽減措置があります。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　　　別

第1期(4月) 第2期(6月) 第3期(8月) 第4期(10月) 第5期(12月) 第6期(2月) 合　　　計 還付未済額 決算額

41,939,843 41,313,772 40,748,219 46,824,109 46,418,925 46,436,368 263,681,236 1,222,367 264,903,603

41,939,843 41,313,772 40,748,219 46,824,109 46,418,925 46,436,368 263,681,236 1,222,367 264,903,603

0 0 0 0 0 0 0

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月) 第4期(10月) 第5期(11月) 第6期(12月) 第7期(1月) 第8期(2月) 第9期(3月) 随期(4月） 随期(5月) 随期(6月) 合　　　計 還付未済額 決算額

16,840,406 16,966,407 17,554,406 18,497,171 18,669,061 18,329,743 18,473,797 17,967,745 18,659,502 400,995 280,392 0 162,639,625 116,510 162,756,135

16,773,154 16,892,007 17,405,748 18,355,574 18,566,061 18,127,444 18,291,550 17,788,445 18,457,883 400,995 280,392 0 161,339,253 116,510 161,455,763

67,252 74,400 148,658 141,597 103,000 202,299 182,247 179,300 201,619 0 0 0 1,300,372

99.60% 99.56% 99.15% 99.23% 99.45% 98.90% 99.01% 99.00% 98.92% 100.00% 100.00% 99.20% 99.20%

第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月) 第4期(10月) 第5期(11月) 第6期(12月) 第7期(1月) 第8期(2月) 第9期(3月)

53,883 26,752 59,036 127,481 209,433 166,100 140,420 190,400 191,700

普通徴収　現年度

（２）　保険料の収納状況

現年度保険料収納率について
　保険料の納付については、年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替で納める普通徴収があり、特別徴収の収納率は100％で、現年度分の普通徴収の収納率は99.20％でした。過年度分を合わせ
た全体の収納率は、令和元年度と同じく99.56％でした。今後も口座振替の推奨や訪問回数を増やすなど収納対策を強化し収納率の向上を図ります。

1,165,205

合　　　計

収納額

特別徴収　現年度

普通徴収　過年度

未納額

収納率

収納額

収納額

収納率

未納額

－２－

徴収区分

調定額

（単位：円）

調定額
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（３）　決算状況 令和２年度加東市後期高齢者医療特別会計決算状況

（円）

過年

現年

（円）

　　　　広域連合納付金（軽減分）
グラフ２

　◎歳入歳出差引残額 15,627,849円 

904,376円 
諸支出金

531,221,566 100.00% 

歳　　出

歳 出 合 計

収納保険料、繰越金

426,694,915円 

(80.32%)

 広域連合納付金（負担分）

426,694,915 80.32% 

　歳入では、保険料が全体の78.18%で、次いで保険基盤安定繰入金が18.95%を占
めています。保険料全体の内訳は特別徴収が61.96%、普通徴収が38.04%の割合
で、令和元年度と比較すると特別徴収の割合が0.13%増加しています。保険料は
令和元年度より約3,177万円増加しており、被保険者数が増えたことによるもの
と考えています。保険基盤安定繰入金は、低所得者等にかかる保険料の軽減分を
補てんするもので、対象人数が増えたことにより、令和元年度よりも約782万円
増加しております。

諸 支 出 金 904,376 0.17% 

(48.44%)

歳　　入
161,455,763円 

(29.53%)

普通徴収保険料

915,976円 

264,903,603円 

103,622,275円 

特別徴収保険料

(18.95%) (0.17%)
(2.70%)

546,849,415歳 入 合 計

普通徴収保険料（現年）

グラフ１　　

諸収入

普通徴収保険料

0.17% 

1,165,205円 
(0.21%)

100.00% 

諸 収 入

構成比率

29.53% 

項 目

保 険 基 盤 安 定 繰 入 金

427,524,571円 

特 別 徴 収 保 険 料 264,903,603

繰 越 金

［ 歳　出 ］･･･グラフ２

14,786,593円 

103,622,275円 

保険料合計

161,455,763

備　　考

繰越金

14,786,593

普通徴収保険料（過年） 1,165,205 0.21% 

103,622,275 18.95% 

構成比率 備　　考

保険基盤安定繰入金

保険基盤安定繰入金

決算額

915,976

決算額

2.70% 

103,622,275 19.51% 

項 目

広域連合納付金(負担分)

広域連合納付金(軽減分)

［ 歳　入 ］･･･グラフ１

48.44% 

(0.17%)

(19.51%)

歳入計

546,849,415

単位：円

歳出計

531,221,566

単位：円


